
大阪府内に所在する保護施設、児童福祉施設、障がい児者施設、介護施設において、
令和7年4月1日から令和8年1月1日にまでの間で10日間以上勤務し、
利用者と1日以上接する業務を行っていた者（退職者、派遣及び委託によるものを含む）。
※公務員（常勤・非常勤）は対象外

対象となる従事者1人につき、

ギフトカードを支給！

３万円分
令和8年2月9日(月)から

令和8年3月23日(月)まで


